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熊本市納税課 

Q１ なぜ「口座振替済通知書」の発送を廃止したのですか。 

A１  口座振替の結果については、預貯金通帳への記帳などにより確認できるため、省資源化と経

費削減の観点から発送を廃止させていただくことといたしました。 

Q２ 振替された金額はどうやって確認するのですか。 

A２  納税通知書に「振替日と振替される税額」を記載しておりますので、振替日以降に預貯金通

帳への記帳などによりご確認をお願いいたします。 

Q３ 固定資産税を口座振替していて、確定申告の際に「口座振替済通知書」を利用していました

が、これからはどうすればよいのですか。 

A３ 確定申告の際に固定資産税を必要経費として申告される場合は、毎年５月に発送される「納

税通知書」及び「課税明細書」で税額の確認ができますので、そちらをご利用ください。 

なお、「口座振替済通知書」は確定申告に必要な書類ではございません。 

Q４ 熊本市以外でも「口座振替済通知書」は送っていないのですか。 

A４ 「振替日や振替額を納税通知書でお知らせしていること」や「預貯金通帳などにより振替結果

が確認できること」から、全国の自治体や、国税庁においても同様の見直しが行われており

ます。 

Q５ 口座振替の場合は領収証書を発行しなくてよいのですか。 

A５  熊本市では、従来から口座振替により納付していただいた場合、領収証書は発行しておりま

せん。納付のご確認につきましては、誠に恐れ入りますが、振替口座の預貯金通帳への記帳

などによりお願いいたします。 

Q６ 車検時の納税証明書はどうすればよいのですか。 

A６   軽自動車の車検につきましては、令和５年１月より検査協会の納税確認が電子化され（軽

JNKS）、納税証明書の提示が原則不要となっております。 

   ただし、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる可能性があります。 

   ・軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合（軽 JNKS に納付情報が登録されるまでに

納付後１～３週間程度かかる場合があります） 

   ・中古車の購入直後 

   ・対象車両の名義変更をした直後 

   ・住所変更した直後 

   ・対象車両に過去の未納がある場合 

 


